
執行機関

� 執行機関
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(117)

(151)

(52)

45.2

41.2

38.2

3,788  (2,113)  100.0  1,341    (514)    73     (66)  1,452    (593)   38.3

4,262  (2,602)  100.0  1,549 717    (742)   40.31

資料 :特別区人事委員会『平成 6年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の職

員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」

は含まれていない。

2.( )内は、女子の職員数で内数である。

区  分

児 童 厚 生

事  務  系

構成比区 名
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構成比
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台
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川
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執行機関

(単位 :人、%)(平成6.4.1現在)

一 般 技 術 系
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執行機関

(1)職種別職員数 (その 2)

資料 :特別区人事委員会『平成 6年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.( )内 は、女子の職員数で内数である。

(単位 :人、%)(平成6.4.1現在)

区 分

区 名

医 療 技 術 系 技 能 労 務 系

総   数
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台
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区  分

区  名

総  数

管 理 職

計 部長級
統括

課 長

課長級

総   数
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台
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0.5

0.5
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1.5

1.6

1.6

2,968
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1,962

100.0

100.0

100.0

2.6

2.6

3.5

0.8

0.8

0.9
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10
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0.4

0.3

0.4

1.3

1.5

2.2

4,387

5,341

4,661

100.0

100.0

100.0
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1.9

1.9

2.4

0.5

0.5

0.5
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2.5
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執行機関

(2)職層別職員数 (その 1) (単位 :人、%)(平成6.4.1現在)

資料 :特別区人事委員会『平成 6年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の職

員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含

まれていない。
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区  分

区 名

計

構成比

総 括 係 長

1構
成比

係    長

構成比

主   査

構成比

総   数

田

央

代
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黒
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目

大
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新

文

台
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江
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荒

板

練

足

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

執行機関

(2)職層別職員数 (その 2)

1,229

1,578

2,452

2,655

6,124

5,665

2,659

3,202

4,227

5.3

3.3

2.8

12.3
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主
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2.0

3.9

4.5
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212

159

2,408

3,369

3,402

96.7

97.9

97.8

86

112

170

3.5

3.3

4.9

5.8

6.6

5.2

5,7

4.2

6.8

97.1

97.8

97.5

2.8

2.8

3.5
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450

9.8

6.6

7.7
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259

201

3.9

4.1

3.5

97.3

97.4

97.2

6.0

4.1

4.4

4.6

8.5

6.8

7.6

4.5

4.9

2,890

3,194

1,893

97.4

97.4

96.5

114

115

69

3.8

3.5

3.5

246

260

189

8.3

7.9

9.6

215

124

44

98.1

98.1

97.6

4,304

5,239

4,551

3.1

2.9

3.3

310

418

374

7.1

7.8

8.0

4.1

2.4
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123     3.2
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79     2.1

103     2.4

77

178

203

ｎ
ｖ
　

ｎ
０

　

０
υ

，
“
　

０
０

　

０
υ

208

148

212

3,692    97.5

4 189    98.3

資料 :特別区人事委員会『平成 6年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の職

員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含

まれていない。
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執行機関

(単位 :人、%)(平成6.4.1現在)

事

主 任 主 事

18,362    23.7   :9,882    25.6    3,442     4.4    1,775     2.3   20,399    26.3
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3.1

4.4

3.6
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1.9

2.5
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29.0

24.5
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28.1

32.9

28.0

22.4
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5.0
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22.9
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区  分

区 名

平

成

元

年

平

成

２

年

平

成

３

年

平

成

４

年

平

成

５

年

平 成 6年

数 対前年比

人

の

口

１
エ

ス
リ

員

た

職

当

人

数

　

田

央

代

　

港

総

　

千

中

宿

京

東

　

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

飾

川戸

葛

江

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

豊

荒

板

練

足

ｎ
ｖ

Ａ
ｖ

△′
■

７
‥

ｎ
ｖ

０
０

●
０

７
‥

■
■

０
）

′
０

０
０

，
一
　

イ
４
　

ρ
０

１
■
　

１
ｌ

　

ｏ
０

△ 24

△ 25

∠笙34

△ 19

△

２

１８△

１
■
　

′
■
　

Λ
υ

′
ｔ
　

Ｏ
υ
　

ρ
０

Ｏ
υ
　

Ｏ
υ
　

α
０

Ａ
ｕ
　

ｎ
Ｏ

　

ハ
０

ク
ｌ
　

ｎ
Ｏ

　

〈
ソ

Ｏ
υ
　

И
ｉ
　

ｎ
υ

ワ
ー
　

＾
Ｕ

　

”
■

■

‘
　

ｒ
Ｏ

　

■
４

ｎ
ｖ
　

ハ
０

次
υ
　

７
１
　

ハ
０

Ｏ
υ
　

Ｏ
υ
　

ｏ
０

７
１
　

И
一
　

月
４

Ａ
Ｖ
　

ｌ
■
　

ハ
０

Ｑ
υ
　

ｎ
′
一
　

ｎ
′
“

１
■
　

●
４
（　

И
仕

И
ｔ
　

ｒ
Ｄ

　

ｒ
Э

７
１
　

′
４

　

０
υ

，
ａ
　

ｎ
Ｏ

　

■
４

執行機関

(3)職員数の推移 (各年4.1現在)

資料 :特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :1.各区の定数条例による数値である。

2.「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成 6年 1月 1日 現在の住民基本台帳人口を用い

た。
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区  分

区 名

教育委員会

選 挙 管理

委 員 会

監 査 委 員

計

農業委員会

総   数

田

央

代

　

港

千

中

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

飾

川戸

葛

江

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

豊

荒

板

練

足

２９

　

一

一

一

　

一

二

　

一

一

一

　

一

一

２１

　

一

一

１５

　

一

一

一

　

１７

２１

１５

19

21

4539

２

１

１

　

　

１

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

２

　

　

２

２

１

　

　

２

２

２

　

　

２

２

８４

一

　

３

３

３

　

４

３

３

　

３

４

４

　

４

４

４

２

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

９i14

執行機関

(平成6.4.1現在 )

93.行政機関及び付属機関
(1)行政委員会及び委員数

資料 :各区資料による。

注 :1.委員数は現員数である。
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執行機関

(2)附属機関及び委員数 (その 1)

1,009 257 195 120

７

５

６

　

　

５

５

９

　

　

０

４

９

　

　

２

９

９

　

　

４

９

８

　

　

７

６

５

　

　

２

３

８

　

　

３

４

２

４

４

　

４

３

４

　

４

５

５

　

３

４

５

　

２

３

２

　

４

４

３

　

４

４

４

　

５

６

２

　

１

１

１

　

１

１

１

6

15

15

15

13

11

14

14

14

15

14

14

15

11

763

30

30

30

75

30

54

28

30

30

30

30

30

29

28

30

30

30

20

30

28

23

60

28

525

30

26

27

30

24

29

24

26

23

20

22

20

21

20

20

20

20

20

20

23

20

20

20

一

　

１５

一

一

　

１５

１５

１５

　

１２

一

１４

　

１４

１３

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

資料

注

各区資料による。

1・ 地方自治法第138条の4第 3項及び第202条の3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

3.「建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。

4.会の名称は、区により異なることがある。

区 分

区 名

防災会議

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会

保 健 所

運  営

協 議 会

結核診査

協 議 会

国民健康

保険運営

協 議 会

建築審査会

数

　

田

央

代

　

港

総

　

千

中

黒

田

谷

　

谷

野

並

　

島

田

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

ゴヒ

荒   り‖

橋

馬

立

　

飾

川戸

板

練

足

　

葛

江

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川
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生業賃金

貸  付

審 査 会

特 別 職

報 酬 等

審 査 会

興行場法・

旅 館 業 法

及   び

公衆浴場法

運営協議会

大 気 汚 染

障 害 者

認定委員会

公 害 健 康

被 害 補 償

診療報酬等

審 査 会

都市計画

審 議 会

財 産 価 格

審議・評価

審 査 会

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江

執行機関

(平成6.4.1現在)

青 少 年

問  題

協 議 会

８６

　

　

一
　

一　

８

　

　

一　

１０

１２

　

　

１〇

　

一　

３

１５

９

１０

　

１０

９

一

　

９

１０

１０

　

１〇

一

８

　

８

３

９

　

一

６

４

　

２

０

０

　

４

８

０

　

８

４

０

　

２

０

０

　

９

５

０

　

０

６

７

　

１

２

１

　

一

１

１

　

２

２

２

　

３

１

２

　

１

３

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

４143 123

５

６

一

　

７

一

一

　

６

７

７

　

７

一

７

６

７

６

　

　

６

５

６

６

６

６

　

　

６

６

６

　

　

７

６

６

　

　

５

６

１７

一

　

１５

２７

１２

　

１５

１５

２０

　

１３

一

１５

　

１５

２〇

一

　

１５

一

一
　

　

一

２〇

一
　

　

一
　

一

一

　

１５

一

，
こ

７７

　

　

一　

１〇

　

一

６３

　

１〇

一

１５

　

一

一

一

　

１３

１４

一

　

１３

１４

一

　

２０

９

一

　

７

一

一
　

　

一

一

１３

　

１７

１８

９４

一

　

３

５５

３０

　

４４

４５

４０

　

４３

４８

５９

　

３４

３２

４０

　

４‐

１５

２９

　

３７

５２

４０

　

２６

３６

６５

52

47

10

10

10

5

5

10

10

10

4

11

6

１〇

　

一　

１５

　

　

一

12

11

8

一
　

１０
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そ の 他

会

　

　

数

委
　
員
　
数

区  分

田
央

代

　

港

新   宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷

谷

野

並

島

　

川

橋

馬

立

葛   飾

江 戸 川

文

台

墨

江

品

　

目

大

　

世

　

渋

　

中

　

杉

　

豊

　

　

荒

板

練

　

足

田

区 名

総

千

中

執行機関

(2)附属機関及び委員会数 (その 2)

そ の 他 の 附

5

5

10

47 住居表示審議会(20)個人情報保護審議会(12)情報公開審査会(5)文化財保

42 個人情報保護審議会(8)公文書公開審査会(4)公文書公開制度運営審議会(13)

111 情報公開運営審議会(15)個人情報保護運営審議会(10)情報公開・個人情報保
斡旋審査会(12)業学資金運営協議会(12)文化財保護審議会(10)社会教育委

120 公文書公開・個人情報保護審査会(5)公文書公開・個人情報保護審議会(15)

紛争調停委員会(5)社会教育委員(10)文化財保護審議会(10)

81 情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(8)消防団運営委員会(16)住

42 奨学資金貸付選考委員会(10)社会教育委員(10)文化財保護審議会(8)情報

36 公文書公開及び個人情報保護審査会(5)公文書公開制度及び個人情報保護制度

47 電子計算組織管理運営審議会(18)情報公開審議会(5)建築紛争調停委員会(6)

96 情報公開審議会(3)電子計算組織運営審議会(15)奨学金運営委員会(10)中
対策会議(25)社会教育委員(10)文化財保護審議会(10)

69 公文書公開・個人情報保護審議会(22)公文書公開・個人情報保護審査会(3)

101 個人情報保護審議会(12)公文書開示審査会(5)同和対策資金貸付審議会(9)

文化財保護審議会(8)ス ポーツ振興審議会(12)郷土博物館運営協議会(9)

206 基本構想審議会(20)中 小商工業振興対策委員会(21)消 費生活審議会(23)消
開・個人情報保護審議会(21)情報公開・個人情報審査会(5)自転車等放置防

98 個人情報の保護及び情報公開審議会(20) 個人情報の保護及び情報公開審査会
問題審議会(32)奨学資金運営審議会(12)文化財専門委員会(3)

196 富士見台ケアセンター運営審議会(12)福祉審議会(28)社会教育委員(9)文
護審査会(5)情報公開審査会(5)交通安全対策協議会(52)歴史民俗資料館運

114 環境保全対策推進委員会(30)情報公開・個人情報保護審査会(3)情報公開・

(8)郷土博物館運営協議会(12)社会教育センター審議会(15)

95 個人情報保護審議会(17)表彰審査会(15)ア メニティ形成審議会(16)住宅対

123 中小企業従業員退職金等共済運営審議会(15)奨学資金貸付審査会(11)小売
委員会(5)情報公開制度運営審議会(15)文化財保護審議会(8)区立学校適

21 個人情報保護審議会(10)文化財保護審議会(7)情報公開審査会(4)

55 個人情報保護審議会(17)表彰審査会(12)建築紛争調整委員会(6)美術館運

128 公文書公開運営審議会(11)公文書公開審査会(5)建築紛争調停委員会(5)緑
保護審議会(8)電算処理に係る個人情報保護審議会(21)

202 公文書公開・個人情報保護審査会(6)公文書公開運営審議会(19)公有財産運
郷土博物館運営協議会(6)文化財保護審議会(12)個人情報保護審議会(19)

審議会(19)

118 個人情報保護委員会(12)個人情報保護審査会(5)情報公開審査会(5)情報公
会(5)郷土と天文の博物館運営協議会(9)区立学校適正規模等審議会(25)

140 公害等対策資金貸付審査委員会(14)消 防団運営委員会(17)文化財保護審議会
会(20)東京都市計画事業鹿骨土地区画整理審議会(10)東京都市計画事業瑞江

９

　

　

５

５

５

５

９

　

　

６

０

　

　

３

8

12

8

10

資料 :各区資料による

注 :1.地方自治法第138条 の 4第 3項及び第202条の3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
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執行機関

(平成6.4.1現在)

属 機 関 の 内 訳 (順 不 同)

護審議会(7)建築紛争調停委員会(3)

スポーツ振興審議会(10)文化財保護審議会(7)

護審査会(5)公私立幼稚園調整審議会(15)建築紛争調停委員会(3)中小企業振興審議会(19)中 小企業融資
員の会議(10)

住居表示審議会(15)景観まちづくり審議会(20)住宅まちづくり審議会(20)みどりの推進審議会(20)建築

宅政策審議会(22)区立学校適正規模適正配置審議会(24)奨学生選考委員会(11)

公開及び個人情報保護制度運営審議会(9)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

運営審議会(10)文化財保護審議会(6)学童災害共済審査会(9)建築紛争調停委員会(6)

癸学資金貸付審査会(12)文化財保護審査会(6)

小企業資金融資あっ旋審査会(9)勤労者生活資金融資あっ旋審議会(10)建築紛争調停委員会(4)交通安全

奨学資金運営委員会(12)住宅政策審議会(17)建築紛争調停委員会(6)文化財保護審議会(9)

消防団運営委員会(21)奨学金貸付審議員(14)がけ等整備資金あっせん審査会(7)建築紛争調停委員会(4)

費者被害救済委員会(13)農業振興対策委員会(19)自 然環境保護審議会(25)文化財保護審議会(13)情報公
止対策審議会(21)建築紛争調停委員会(4)住宅委員会(19)社会教育委員(10)

(5)福祉環境整備助成委員会(8)児童福祉問題審議会(12)建築紛争調停委員会(6)区立学校児童生徒減少

化財保護審議会(8)図書館運営協議会(11)建築紛争調停委員会(6)個人情報保護審議会(20)個人情報保
営協議会(10)視聴覚教育運営委員会(30)

個人情報保護審議会(20)建築紛争調停委員会(6)文化財保護審議会(10)図 書館協議会(10)社会教育委員

策審議会(20)社会教育委員(10)行政情報公開審査会(5)建築紛争調停委員会(6)文化財保護審議会(6)

市場運営協議会(11)建築紛争調停委員会(3)個人情報保護審議会(16)緑化推進審議会(15)情報公開救済
正規模等審議会(24)

営協議会(9)文化財保護審議会(11)

化委員会(24)富士見台ケアセンター運営審議会(7)公民館運営審議会(26)美術館運営協議会(21)文化財

営委員会(8)建築紛争調停委員会(4)育英資金貸付審議会(10)生涯学習推進協議会(5の 社会教育委員(10)

本庁舎跡利用対策審議会(―)東京都市計画事業高野土地区画整理審議会(10)庁舎建設審議会(21)住宅政策

開運営委員会(17)建築紛争調停委員会(5)奨学資金貸付審議会(15)学校保健委員会(20)文化財保護審議

(15)建築紛争調停委員会(3)葛西沖開発審議会(16)表彰審査会(21)情報公開審査会(4)奨学生選考委員
駅北部土地区画整理審議会(10)東京都市計画事業一之江駅西部土地企画整理審議会(10)

3.附属機関の「区名」の名称は省略した。

4.中野区及び練馬区の「富士見台センター運営審議会」は共同運営である。
5.足立区の「本庁舎跡地利用対策審議会」は任期満了のため、附属機関名のみ掲載。
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執行機関

(3)専門委員 。指導員 。相談員等

1,083 257       1,166 118 317    2,018 14
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８
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１３
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一
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資料 :各区資料による。

注 :1.例示以外については省略した。

2.委員数は各委員として登録している数値である。なお、委託による場合は、平成 5年 4月 1日 から平成

6年 3月 31日 までの延べ人数を記載した。

3.委員の名称は、区により異なることがある。
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44 23

執行機関

(平成6.4.1現在)

394     3,249
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